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イ
タ
リ
ア
の
成
年
養
子
制
度

松

浦

千

巻
目

一
は
じ
め
に
｜
｜
本
稿
の
目
的

二
適
用
法
規

三
成
年
養
子
縁
組
の
た
め
の
要
件

四
成
年
養
子
縁
組
の
効
果

五
離
縁
（
養
子
縁
組
の
解
消
）

六
成
年
養
子
縁
組
の
手
続

七
む
す
び
に
か
え
て
（
日
本
法
へ
の
提
言
）

イタリアの成年養子制度

は
じ
め
に
ー
ー
ー
本
稿
の
目
的

わ
が
国
に
、
養
親
の
み
を
唯
一
の
親
と
す
る
宣
言
型
の
「
特
別
養
子
」
が
、
民
法
典
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
七
年
の
こ
と

(1
) 

で
あ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
既
に
二

O
年
が
す
ぎ
、
「
特
別
養
子
」
法
制
の
再
検
討
の
動
き
も
活
発
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
導
入
に
際
し

一
九
六
七
年
以
来
、
八
歳
未
満
の
子
に
た
い
し
て
、
伝
統
を
も
っ
契
約
型
の
「
普
通
養
子
」
に
加
え
て
、
宣
言
型
の
「
特
別

927 

て
は
、



養
子
」
制
度
を
導
入
し
て
二
元
的
養
子
制
度
を
採
用
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
の
法
規
も
参
照
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
現
行
日
本
民
法
の
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「
第
五
款
第
八
一
七
条
の
二
’ge
t－
’
第
八
一
七
条
の
一
一
」
と
い
う
枝
番
に
よ
る
款
・
規
定
の
挿
入
の
方
法
で
あ
る
。

こ
の
イ
タ
リ
ア
の
養
子
制
度
は
、
そ
の
後
、
国
際
思
潮
、
条
約
、
実
態
の
影
響
を
受
け
て
、
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
九
八
三
年
に
、
イ
タ
リ
ア
民
法
典
「
第
三
節

包
。
N
Z
忠
告
。
。
E
o
」
は
、
削
除
さ
れ
た
。
以
後
、
未
成
年
養
子
は
、
要
保
護
児
を
中
心
と
す
る
福
祉
に
よ
る
特
別
法
で
規
律
さ

れ
、
宣
言
型
が
原
則
と
な
り
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、
単
に
怠

S
Z
ロ
ゆ
と
称
し
、
未
成
年
養
子
に
つ
い
て
例
外
型
で
あ
る
契
約
型
を

特
別
な
場
合
の
養
子
縁
組
（
包
。
巴8
2
ロ

8
8

冨
円
片
付
♀
包
括
）
と
し
て
用
語
も
入
れ
替
わ
っ
た
。

第
三
二
四
条
の
二
1

第
三
二
四
条
の
二
八
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
特
別
養
子
｜

一
九
八
三
年
の
法
律
第
一
八
四
号
の
第
五
章
第
五
八
条
1

第
六
七
条
は
、
「
民
法
典
第
一
編
第
八
章
の
改
正
」
を
定
め
て
い
る
が
、

こ
の
章
の
規
定
は
未
成
年
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
明
文
規
定
を
置
い
て
、
イ
タ
リ
ア
民
法
典
で
は
、
成
年
養
子
の
み
が
規
律
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
法
第
六
O
条
）
。

未
成
年
養
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
展
開
・
改
正
を
既
に
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
実
務
の
要
請
に
こ
た
え
て
、
未

成
年
養
子
法
制
の
展
開
に
と
も
な
い
改
正
さ
れ
た
現
行
成
年
養
子
制
度
の
紹
介
に
と
ど
め
る
。

適
用
法
規

成
年
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
典
第
一
編
（
人
及
び
家
族
に
つ
い
て
）
第
八
章
（
成
年
養
子
縁
組
に
つ
い
て
）
第
二

九
一
条
（
）
第
三
二
四
条
で
規
定
し
て
い
る
。
第
八
章
は
、
第
一
節
（
成
年
養
子
縁
組
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
｜
第
二
九
一
条
1

第
一
三
O

条
）
、
第
二
節
（
成
年
養
子
縁
組
の
方
式
に
つ
い
て
｜
第
一
一
一
一
一
条

1

第
コ
二
四
条
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
文
は
、
ほ
と
ん
ど
、
現
行
未
成
年
養
子
制
度
の
基
本
法
で
あ
る
一
九
八
三
年
五
月
四
日
の
法
律
第
一
八
四
号
（
官
報



一
九
八
三
年
五
月
一
七
日
一
一
二
三
号
掲
載
）
で
形
式
的
に
は
大
幅
に
変
更
さ
れ
、
こ
の
法
律
一
八
四
号
を
改
正
す
る
こ0
0

一
年
の
法

(3
) 

律
第
一
四
九
号
に
よ
っ
て
も
若
干
の
変
更
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(4
) 

変
更
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
年
表
及
び
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。

成
年
養
子
縁
組
の
た
め
の
要
件

成
年
養
子
は
、
子
の
い
な
い
者
に
、
子
孫
を
保
障
し
、
あ
ら
ゆ
る
支
援
を
目
的
と
す
る
伝
統
的
な
養
子
制
度
で
あ
る
が
、
過
去
に

お
け
る
も
の
と
同
様
で
は
な
く
、
多
く
の
改
正
点
が
あ
る
。
そ
の
主
要
な
点
は
成
年
養
子
の
制
限
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
家
名
や
財
産
の
承
継
と
い
う
、
こ
の
制
度
の
社
会
に
お
け
る
機
能
が
変
化
し
た
。
少
子
高
齢
化
の
進
展
は
、
老
後
の
扶
養

等
の
安
定
し
た
生
活
を
付
与
す
る
制
度
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。

と
は
い
え
、
養
親
と
養
子
に
基
づ
く
合
意
を
基
礎
に
お
く
契
約
と
し
て
、
成
年
養
子
は
、
民
法
典
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
現
行
民
法
第
八
章
「
成
年
養
子
縁
組
」
（
包S
E

忠
告
宮
2
8
0

包
括
性
。
ユE
o
s
－
）
と
い
う
表
題
は
、
従
来
、
「
養

子
縁
組
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
一
九
八
三
年
の
法
律
第
一
八
四
号
五
九
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

イタリアの成年養子制度

成
年
養
子
の
目
的
は
、
養
子
が
生
来
の
家
族
と
の
法
的
関
係
を
保
持
し
な
が
ら
、
養
親
の
氏
（

g
m
g
B
O
）
と
財
産
（
B
E
E
。
，

E
。
）
を
承
継
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
タ
イ
プ
の
養
子
制
度
で
は
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
高
齢
者
の
孤
独
、

生
活
介
助
を
み
た
す
社
会
福
祉
的
機
能
が
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
人
権
保
障
・
子
の
福
祉
に
重
点
を
置
く
未
成
年
養
子
縁
組
に
比
べ
て
、
成
年
養
子
縁
組
の
手
続
は
、
簡
素
で
あ
り
、
通

常
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。

929 



養
親
・
養
子
要
件
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年
齢
要
件

養
親
は
、
三
五
歳
以
上
で
、
養
子
と
な
る
者
と
の
年
齢
差
が
少
な
く
と
も
一
八
歳
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
段

一
八
歳
以
上
の
年
齢
差
は
必
要
で
あ
る
が
、
三
O
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
養
子
縁
組
を
許
可

の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
イ
タ
リ
ア
民
法
第
二
九
一
条
｜
以
下
二
九
一
条
と
略
す
）

ω

卑
属
不
存
在
要
件

年
齢
要
件
に
加
え
て
、
二
九
一
条
は
、
「
：
：
：
嫡
出
ま
た
は
準
正
さ
れ
た
卑
属
が
い
な
い
者
で
：
：
：
」
と
規
定
し
て
い
る
。

一
九
八
八
年
の
五
月
一
九
日
の
憲
法
裁
判
所
の
判
決
五
五
七
号
、
二O
O
四
年
七
月
二
O
日
の
判

決
二
四
五
号
で
、
嫡
出
卑
属
が
い
な
い
者
ま
た
は
成
年
の
準
正
子
及
び
認
知
子
や
同
意
権
者
が
い
な
い
者
の
み
が
、
養
子
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
点
が
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
養
親
は
未
成
年
の
子
が
い
な
い
こ
と
、
ま
た
は
、
養
子
縁
組
に
対
し
て
、
不
同
意
を
表
明
す
る
者
が
い
な
い
場
合

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、

と
な
っ
て
、
広
範
な
卑
属
不
存
在
要
件
は
狭
め
ら
れ
た
。

婚
外
子
の
養
子
禁
止

qa 
二
九
三
条
は
、
「
婚
姻
外
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
、
そ
の
親
の
養
子
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
条
文
、
一
二
項
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
三
年
の
一
八
四
号
六
七
条
に
よ
っ
て
二
項
、
一
二
項
は
削
除
さ
れ
た
。

ち
な
み
に
、
二
項
は
、
「
養
子
縁
組
の
と
き
に
、
養
子
の
私
生
の
子
で
あ
る
資
格
が
、
認
知
に
よ
り
、
又
は
裁
判
上
の
宣
言
に
よ

る
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
養
子
縁
組
の
無
効
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
、
三
項
は
、
「
養
子
が
認
知
さ
れ

え
な
い
私
生
の
子
で
あ
る
場
合
に
は
、
養
子
縁
組
の
無
効
は
、
常
に
宣
言
さ
れ
う
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
前
記
条
文
は
、

一
九
七
五

年
法
律
一
五
一
号
の
二
二
一
条
に
よ
る
改
正
を
へ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
条
文
は
四
項
か
ら
な
っ
て
い
た
。

一
五
一
条
で
改



正
す
る
前
の
条
文
で
は
、
三
項
は
「
養
子
縁
組
後
の
認
知
は
、
準
正
の
目
的
を
有
す
る
も
の
以
外
に
は
効
力
を
も
た
な
い
」
と
定
め

て
お
り
、
四
項
で
は
、
「
養
子
が
認
知
さ
れ
え
な
い
私
生
の
子
で
あ
る
場
合
で
、
そ
の
親
子
関
係
が
、
二
七
九
条
所
定
の
態
様
の
う

ち
か
ら
生
ず
る
と
き
に
は
、
養
子
縁
組
の
無
効
は
、
常
に
宣
言
さ
れ
う
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
法
律
一
五
一
号
で
、
三
項
、

四
項
の
一
部
が
削
除
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
変
化
は
、
婚
外
子
の
養
子
禁
止
と
い
う
規
範
理
念
の
意
味
が
薄
れ
て
き
た
事
を
示
し
て
い
る
。
過
去
に
お
い
て
、

正
当
婚
姻
の
保
護
の
視
点
か
ら
、
婚
姻
外
で
生
ま
れ
た
子
を
養
子
縁
組
に
よ
ら
な
い
で
、
認
知
や
準
正
の
手
段
に
よ
っ
て
、
そ
の
地

位
（
身
分
）
を
保
障
す
る
よ
う
に
求
め
て
き
た
社
会
統
制
・
政
策
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
に
お
い
て
、
そ
の
影
響
が
小
さ
く

な
っ
た
と
は
い
え
、
二
九
三
条
は
、
そ
の
伝
統
を
残
し
て
自
己
の
婚
外
子
と
養
子
縁
組
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

な
お
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
養
子
協
定
」
の
批
准
に
際
し
て
、
協
定
二
一
条
の
三
項
（
自
己
の
非
嫡
出
子
を
養
子
と
す
る
こ
と
）
を
留
保

し
て
い
る
。

凶
養
子
の
複
数
養
親
保
持
の
禁
止

連
続
し
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
養
親
は
、
続
け
て
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
親
は
、
複
数
の
養
子

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
養
子
と
な
る
者
は
、
一
人
の
養
親
の
養
子
で
あ
っ
て
、
複
数
の
人
の
養
子
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イタリアの成年養子制度

た
だ
し
、
二
人
の
養
親
が
、
夫
と
妻
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
二
九
四
条
）
。
こ
の
場
合
、
同
一
人
を
夫
と
妻
が
、

別
個
の
行
為
で
、
異
な
っ
た
時
点
で
養
子
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

二
九
四
条
は
、
一
九
六
七
年
の
六
月
五
日
法
律
四
二
二
号
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

同
任
務
終
了
前
の
後
見
人
が
被
後
見
人
を
養
子
に
す
る
こ
と
の
禁
止

後
見
人
は
、
管
理
の
計
算
が
承
認
さ
れ
、
財
物
の
引
渡
し
が
な
き
れ
、
任
務
か
ら
生
じ
た
債
務
が
消
滅
し
、
ま
た
は
そ
の
履
行
の

た
め
の
担
保
の
提
供
が
な
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
自
己
が
後
見
し
て
い
た
者
を
養
子
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
二
九
五
条
）
。

931 
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2 

実
質
的
成
立
要
件

合
意
（
の8
2
5

。
）

成
年
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
養
親
と
な
る
者
と
養
子
と
な
る
者
と
の
聞
に
、
養
子
縁
組
を

成
立
さ
せ
る
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
九
六
条
）
。

配
偶
者
及
び
両
親
の
同
意
（
S
8
5

。
）

ヮ
“成

年
養
子
の
ば
あ
い
で
も
、
養
子
と
な
る
者
の
両
親
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
養
子
及
び
養
親
が
婚
姻
し
て
お
り
、
法
的

に
別
居
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
の
同
意
も
必
要
で
あ
る
。

も
し
、
こ
れ
ら
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
同
意
拒
否
に
正
当
性
が
な
い
と
考
え
た
り
、
養
子
と
な
る
者
の

利
益
に
反
す
る
と
思
料
す
る
場
合
、
同
意
は
免
除
さ
れ
て
、
養
子
縁
組
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
意
権
者
が
、
無
能
力

者
又
は
行
方
不
明
で
あ
る
場
合
に
も
、
裁
判
所
は
養
子
縁
組
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
（
二
九
七
条
）
。

一
九
七
五
年
の
法
律
一
五
一
号
二
一
一
二
号
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

な
お
、
同
意
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
回
g
g

教
授
に
よ
る
と
、
養
子
縁
組
と
い
う
法
律
行
為
の
当
事
者
で
は
な
い
が
、
養

子
関
係
の
形
成
に
効
果
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
人
の
私
的
な
認
許
（

g
g
E
N
S
N
H
8
0
胃
2
m
g
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き

二
九
七
条
は
、

る
と
す
る
。

四

成
年
養
子
縁
組
の
効
果

成
年
養
子
縁
組
の
成
立



成
年
養
子
縁
組
は
、
言
渡
し
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
合
意
の
撤
回
が
可
能
で
あ
る
。
養
親
と
な

る
者
が
合
意
の
後
、
決
定
ま
で
の
聞
に
死
亡
し
た
場
合
、
養
子
縁
組
の
た
め
に
必
要
な
補
充
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が

整
っ
て
い
れ
ば
、
裁
判
長
は
、
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
養
子
縁
組
の
効
果
は
養
親
の
死
亡
の
時
か

ら
生
ず
る
（
二
九
八
条
）
。

二
九
八
条
で
は
、
養
子
縁
組
の
決
定
（
仏2
5
Z

）
と
い
う
文
言
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
養
子
縁
組
の
認
容
は
判
決
（
ω
2

・

Z
R
ω

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
（
一
一
二
三
条
）
0

成
年
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
と
、
以
下
に
記
す
よ
う
に
法
的
、
財
産
的
、
社
会
的
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
。

2 

効

果

川
養
子
は
、
養
親
の
氏
を
、
自
己
の
氏
の
前
に
お
く
。
生
来
の
親
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
な
い
養
子
は
、
養
親
の
氏
の
み
を
称
す

る
。
養
子
縁
組
の
後
で
認
知
さ
れ
た
場
合
、
養
子
は
、
認
知
し
た
親
の
氏
を
称
さ
な
い
。
た
だ
し
、
養
子
縁
組
が
取
消
さ
れ
た
場
合

は
、
認
知
し
た
親
の
氏
を
称
す
る
。

イタリアの成年養子制度

憲
法
裁
判
所
二
O
O

一
年
五
月
一
一
日
一
二

O
号
判
決
は
、
「
生
来
の
親
に
よ
り
認
知
さ
れ
た
後
で
、
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
場

合
、
養
子
は
養
親
の
氏
の
み
を
称
す
る
」
と
し
て
、
認
知
し
た
親
の
氏
を
養
親
の
氏
に
付
加
で
き
る
と
規
定
し
て
い
な
い
点
に
つ
い

て
、
二
九
九
条
二
項
を
憲
法
二
条
に
反
す
る
と
し
て
い
る
。

配
偶
者
双
方
に
よ
り
、
個
別
に
、
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
場
合
、
養
子
は
養
父
の
氏
を
称
す
る
。
妻
が
単
独
で
養
子
縁
組
を
し
、

そ
の
養
子
が
夫
の
子
で
な
い
場
合
、
養
子
は
妻
方
の
氏
を
称
す
る
（
二
九
九
条
）
。

一
九
八
三
年
の
法
律
一
八
四
号
六
一
条
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
九
九
条
は
、

933 



法学研究 82 巻 1 号（2009: 1) 

川
養
子
の
権
利
と
義
務

法
律
で
規
定
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
養
子
は
、
生
来
の
家
族
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
保
持
し
続
け
る
。
法
律
に
規
定
し

て
い
る
場
合
と
は
、
た
と
え
ば
三

O

一
条
に
定
め
ら
れ
て
い
た
養
親
の
親
権
と
か
財
産
管
理
権
で
あ
る
が
、
三
O

一
条
は
、

五
年
の
法
律
一
五
一
号
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、

934 

一
九
七

一
九
八
三
年
の
法
律
一
八
四
号
の
六
七
条
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
イ
タ

リ
ア
の
成
年
達
成
は
一
八
歳
で
あ
る
。

法
律
で
規
定
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
養
親
と
養
子
の
家
族
と
の
問
、
及
び
養
子
と
養
親
の
親
族
と
の
聞
に
、
な
ん
の
民
事
的

関
係
も
創
設
し
な
い
（
三
O
O
条
）
。

同
相
続
権

養
子
縁
組
の
効
果
の
中
で
も
、
養
子
に
と
っ
て
相
続
権
の
取
得
は
、

よ
っ
て
、
養
子
の
財
産
に
つ
い
て
相
続
権
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
養
子
は
、
養
親
の
嫡
出
子
と
並
ん
で
相
続
人
と
な
る
。
し
た
が

一
番
重
要
で
あ
る
。
養
親
に
つ
い
て
み
る
と
、
養
子
縁
組
に

っ
て
、
イ
タ
リ
ア
民
法
典
の
第
二
編
相
続
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
と
く
に
四
六
八
条
（
代
襲
相
続
）
、
五
三
六
条
（
遺
留
分
権
利
者
）
、

五
六
七
条
（
準
正
子
お
よ
び
養
子
の
相
続
）
な
ど
の
諸
規
定
は
、
養
子
の
相
続
人
と
し
て
の
地
位
を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
養
子
は
、
養
親
の
相
続
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
と
な
る
が
、
養
親
の
親
族
に
対
し
て
は
、
相
続
権
を
も
た
な
い
（
五
六
七

条
二
項
）
。

ま
た
、
養
子
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
、
養
親
の
死
亡
後
に
縁
組
解
消
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
、
養
子
お
よ
び
そ
の
卑
属

は
、
養
親
の
相
続
か
ら
除
か
れ
る
と
養
子
に
つ
い
て
の
欠
格
事
由
を
特
に
三

O
九
条
で
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
目
的
は
、
犯
罪

を
犯
す
こ
と
を
制
止
す
る
予
防
的
な
意
味
が
あ
り
、
相
続
財
産
を
放
置
す
る
者
、
ま
た
は
、
近
親
者
に
関
わ
る
重
大
な
犯
罪
を
犯
し

た
者
に
、
相
続
財
産
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、
相
続
人
の
欠
格
事
由
に
つ
い
て
、
四
六
五

条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。



五

離
縁
（
養
子
縁
組
の
解
消
）

成
年
養
子
縁
組
の
解
消
は
、
以
下
の
二
つ
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
当
事
者
の
請
求
に
も
と
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
判
断
に

は
、
裁
判
離
縁
に
し
ろ
、
協
議
離
縁
に
し
ろ
、
検
察
官
信
号
5
8
5
E
2
2

。
）
の
参
加
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

①
養
子
と
し
て
の
適
格
性
が
な
い
場
合

養
子
が
養
親
、
そ
の
配
偶
者
、
そ
の
卑
属
及
び
尊
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
時
、
ま
た
は
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
が
言
渡
さ
れ

た
と
き
、
養
親
の
請
求
に
も
と
づ
い
て
裁
判
所
に
よ
り
解
消
が
言
渡
さ
れ
る
。
そ
の
危
害
で
、
養
親
が
死
亡
し
た
場
合
、
養
子

や
そ
の
卑
属
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
養
親
の
財
産
を
相
続
す
る
人
に
よ
っ
て
も
養
子
縁
組
の
解
消
請
求
が
で
き
る
（
三

O
六

条
）
。

イタリアの成年養子制度

②
養
親
と
し
て
の
適
格
性
が
な
い
場
合

養
親
が
、
養
子
、
そ
の
配
偶
者
、
そ
の
卑
属
及
び
尊
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
時
、
ま
た
は
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
が
言
渡
さ

れ
た
と
き
、
養
子
の
請
求
に
も
と
づ
い
て
裁
判
所
に
よ
り
解
消
が
言
渡
さ
れ
る
（
二
一
O
七
条
）
。

縁
組
解
消
の
判
決
が
確
定
し
た
日
に
成
年
養
子
縁
組
の
効
果
は
、
消
滅
す
る
。

__L. 

ノ、

成
年
養
子
縁
組
の
手
続

成
年
養
子
縁
組
の
手
続
は
、
未
成
年
養
子
縁
組
の
手
続
に
比
べ
て
、
非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
コ
二
一
条
か
ら
コ
二
四
条
ま
で
の
四

カ
条
の
規
定
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

935 



成
年
養
子
縁
組
手
続
の
開
始
は
、
養
子
と
な
る
者
、
養
親
と
な
る
者
の
養
子
縁
組
へ
の
合
意
、
お
よ
び
二
九
六
条
及
び
二
九
七
条

に
定
め
ら
れ
て
い
る
者
の
同
意
が
、
養
親
が
住
所
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
始
ま
る
。
裁
判
所
は
、
当
該

ケ
l

ス
の
情
報
を
集
め
、
法
の
要
求
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
養
子
縁
組
が
養
親
と
な
る
者
に
具
合
が
良
い
か
否
か
を
審

議
す
る
。
こ
れ
ら
の
後
、
評
議
会
に
お
い
て
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
取
し
て
、
養
子
縁
組
を
認
め
る
か
否
か
を
判
決
に
よ
り
措
置
す

る
。
三
O
日
以
内
に
控
訴
院
へ
、
養
親
た
る
者
、
養
子
た
る
者
、
検
察
官
に
よ
っ
て
控
訴
さ
れ
な
い
と
、
判
決
が
確
定
す
る
。

判
決
が
確
定
す
る
と
、
①
地
方
裁
判
所
の
書
記
局
に
保
管
さ
れ
て
い
る
養
子
縁
組
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
、
②
養
子
の
出
生
証
明
書

の
欄
外
に
付
記
す
る
た
め
身
分
登
録
官
に
通
知
さ
れ
る
。
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七

む
す
び
に
か
え
て

（
日
本
法
へ
の
提
言
）

本
稿
は
、
成
年
養
子
の
み
が
民
法
典
で
規
定
さ
れ
、
未
成
年
養
子
は
特
別
法
で
と
い
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
養
子
制
度
の
展
開
に
お
け

る
メ

1

ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
人
権
保
障
・
要
保
護
と
い
っ
た
社
会
福
祉
的
観
点
か
ら
近
時
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
ハ
l

グ
条
約
の
批
准
を
も
と
め
て
」
と
い
う
動
き
の
裏
側
に
存
在
す
る
民
法
の
希
薄
化
と
い
う
視
点
に
た
っ
て

成
年
養
子
は
い
か
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
か
の
ひ
と
つ
の
参
考
例
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
成
年
養
子
の
概
略
を
紹
介
し
た
。

わ
が
国
に
お
け
る
成
年
・
親
族
養
子
制
度
の
利
用
は
多
く
、
要
保
護
児
の
養
子
は
少
な
い
の
に
た
い
し
て
、
イ
タ
リ
ア
は
、
国
際

養
子
縁
組
が
多
く
、
成
年
養
子
が
少
な
い
事
実
な
ど
を
み
る
と
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
法
制
度
史
的
に
み
る
と
、
国
際
準

則
の
承
認
、
制
度
的
展
開
な
ど
参
考
に
な
る
点
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
の
た
め
の
親
子
法
の
視
点
か
ら
日
本
の
養

子
制
度
を
み
る
と
、
そ
の
法
制
度
に
お
い
て
も
、
そ
の
利
用
状
況
に
お
い
て
も
、
問
題
が
多
い
。
国
際
ス
タ
ン
ダl
ト
に
よ
る
民
法

家
族
法
の
改
正
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。



イタリアの成年養子制度

年表：イタリア養子関係事項の年表

ローマ法：家のため，親のための制度，家名，家産の継承

1865年｜近代国家最初のイタリア王国民法典成立
成年普通養子制度のみ規定

1938 ｜王令1852号で準養子（里子）制度導入

1942 ｜統一民法典（現行民法の基本法典）成立
普通養子制度，準養子制度

1967 1 法律431号で民法に特別養子（断絶宣言養子）の導入
普通養子制度，特別養子縁組，準養子縁組

1974 1 法律375号『未成年養子縁組に関するヨーロッパ養子協定の批准と執行』成立
いわゆる「ストラスブルグ条約」の圏内法化

1975 1 法律38号で成年達成は18歳

1983 ｜法律184号『未成年者の養子縁組および養育委託に関する規定』成立
いわゆる「養子縁組・養育委託（里子）法J
未成年養子は民法から除かれ福祉法の対象へ

1986 ｜憲法裁判所198号判決法律184号79条の違憲判決

19鴎 ｜憲法裁判所199号判決法律184号76条の違憲判決

1988 ｜憲法裁判所182号判決法律184号56条 2 項， 79条の違憲判決

1998 ｜法律476号で法律184号の国際養子の部分の改正
いわゆる「ハーグ条約j の国内法化
子の最善の利益の確立

1999 1 大統領令492号で184号38条による中央当局の細則を規定
国際養子のための委員会の構成，組織，機能を制定

2001 ｜立法命令151号86条
法律184号31条 3 項目 n ）の廃止

2001 ｜法律149号『家庭への未成年者の権利j の制定
法律184号の法律名・国内養子縁組・養育委託の改正

2001 ｜法律命令150号『未成年裁判所での養子縁組及び民事手続に関する緊急規定』

2003 I 4 月 4 日の首相令（PCM194）『養子縁組手続に関する費用算定の統一基準J 制定
養親希望から養子縁組までの過程における経費の最高額を表示

湯沢編「要保護児童養子斡旋の国際比較」 226頁よりヲ｜用（松浦千誉作成）
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（1
）
例
え
ば
、
日
本
国
際
事
業
団
主
催
「
国
際
養
子
縁
組
と
ハ

i

グ
条
約
を
考
え
る
会
議
」
（
N
o
g
H
E
2
8
5
可
可
〉
号
Z
Z
ロ

n
g
E

P
B
ロ
2

）
二
O
O

八
年
三
月
二
二
日
J
I
C
A

地
球
広
場
三
O

一
号
室
、
日
本
家
族
〈
社
会
と
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（
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一
年
以
降
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イ
タ
リ
ア
の
養
子
制
度
｜
上
i

（
単
）
、
一
九
八
三
年
一
月
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
七
八
二
、
有
斐
閣
。

イ
タ
リ
ア
の
養
子
制
度
｜
下
｜
（
単
）
、
一
九
八
三
年
二
月
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
、
七
八
三
、
有
斐
閣
。

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
養
子
制
度
を
め
ぐ
っ
て
現
行
養
子
制
度
を
改
正
す
る
政
府
案
の
紹
介
（
単
）
、

要
、
二
、
八
戸
大
学
。

イ
タ
リ
ア
の
養
子
制
度
の
利
用
状
況
（
単
）
、
一
九
八
六
年
二
一
月
、
家
族
研
究
年
報
、
一
二
、
家
族
問
題
研
究
会
。

イ
タ
リ
ア
の
新
し
い
養
子
制
度
（
単
）
、
一
九
八
七
年
一
月
、
拓
殖
大
学
論
集
、
一
六
四
、
拓
殖
大
学
研
究
所
。
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一
九
八
三
年
三
月
、
八
戸
大
学
紀
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一
九
八
三
年
法
律
一
八
四
号
の
条
文
訳
（
単
）
、
外
国
身
分
関
係
法
規
集
［V
］
一
九
八
六
年
、
法
務
省
民
事
局
。

イ
タ
リ
ア
の
養
子
法
と
利
用
の
実
態
（
単
）
、
一
九
八
七
年
七
月
、
新
し
い
家
族
、
E

、
養
子
と
里
親
を
考
え
る
会
。

イ
タ
リ
ア
の
新
し
い
養
子
制
度
｜
一
九
八
三
年
の
法
律
一
八
四
号
の
紹
介
（
単
）
、
一
九
八
八
年
一
月
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
、
六
五
O

、

三
九
三
）
0

9

第
一
回
世
界
会
議
「
家
族
法
と
子
供
の
人
権
」
の
報
告
（
単
）
、
一
九
九
三
年
二
一
月
、
民
事
研
修
四
四O
、
法
務
省
。

叩
国
際
養
子
縁
組
と
児
童
の
権
利
（
単
）
、
一
九
九
六
年
、
海
外
事
情
研
究
所
報
告
、
三
O
、
拓
殖
大
学
研
究
所
（
英
文
発
表
原
稿
）
。

日
イ
タ
リ
ア
の
未
成
年
者
養
子
制
度
｜
国
際
養
子
制
度
を
中
心
に
し
て
｜
（
単
）
、
二

O
O

一
年
一
月
、
湯
沢
編
『
養
子
と
里
親
』
、
日
本

加
除
出
版
株
式
会
社
。

ロ
イ
タ
リ
ア
の
国
際
養
子
制
度
｜
一
九
九
八
年
一
二
月
コ
二
日
の
法
律
第
四
七
六
号
の
翻
訳
を
中
心
に
し
て
｜
（
単
）
、
二

O
O

三
年
一

一
月
、
拓
殖
大
学
論
集
一
政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
六
（
一
）
、
拓
殖
大
学
研
究
所
。

日
イ
タ
リ
ア
の
養
育
委
託
制
度
、
二

O
O

四
年
五
月
、
湯
沢
編
「
諸
外
国
の
里
親
制
度
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

凶
イ
タ
リ
ア
の
国
内
養
子
及
び
民
法
の
改
正
二

O
O

一
年
三
月
二
八
日
の
法
律
第
一
四
九
号
の
翻
訳
（
単
）
、
二O
O
五
年
三
月
、
拓

殖
大
学
論
集
一
政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
第
七
巻
（
一
・
二
）
、
拓
殖
大
学
研
究
所
。

日
イ
タ
リ
ア
に
於
け
る
養
子
縁
組
幹
旋
制
度
と
実
態
（
単
）
二

O
O
六
年
三
月
、
拓
殖
大
学
論
集
経
済
法
律
研
究
第
九
巻
二
・
三
合
併
号
、

拓
殖
大
学
研
究
所
。

凶
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
養
子
縁
組
の
斡
旋
制
度
と
実
態
、
二

O
O
七
年
九
月
、
湯
沢
編
「
要
保
護
児
童
斡
旋
の
国
際
比
較
」
、
日
本
加
除

出
版
株
式
会
社
。
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イタリアの成年養子制度

［
追
記
］
森
征
一
教
授
の
御
退
職
に
際
し
て
四
O
数
年
に
わ
た
る
学
問
的
交
流
と
友
情
に
感
謝
し
て
、
加
療
中
の
た
め
不
充
分
な
も
の
で
す

が
、
拙
稿
を
さ
さ
げ
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の
現
行
家
族
法
規
・
制
度
の
紹
介
を
足
場
と
す
る
私
が
、
歴
史
的
素
描
、
法
文
化
的
視
点
に
目
を
向

け
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
森
先
生
の
お
か
げ
で
す
。
ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＊
か
ね
て
か
ら
ご
闘
病
中
で
あ
っ
た
松
浦
先
生
は
、
二

O
O
九
年
一
月
四
日
、
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
心
よ
り
追
悼
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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